
議案第３８号 

学校職員出勤簿整理規程及び学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

上記の議案を提出する。 

令和３年９月１６日提出 

提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

学校職員出勤簿整理規程及び学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

（学校職員出勤簿整理規程の一部改正） 

第１条 学校職員出勤簿整理規程(平成12年板橋区教育委員会訓令第５号)の一部を

次のように改正する。 

  題名中「学校職員」の次に「出勤記録及び」を加える。 

第１条中「出勤簿（学校職員服務規程（平成12年板橋区教育委員会訓令第４

号）第７条に規定する出勤簿をいう。以下同じ。）」を「出勤記録及び出勤簿」

に改める。 

第２条を次のように改める。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 職員 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成12年

板橋区条例第30号）第２条に規定する職員（以下「幼稚園教育職員」とい

う。）、市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条に規

定する教職員（以下「県費負担教職員」という。）並びに都立学校等に勤務

する講師の報酬等に関する条例（昭和49年東京都条例第30号）第２条第１項

に規定する時間講師及び同条第２項に規定する日勤講師（以下「会計年度任

用職員」という。）。 

⑵ 出勤記録 庶務事務システム（職員の勤務の状況等の管理に関する事務を

電子計算組織により処理するシステムをいう。以下「システム」という。）

を使用して行う職員の出勤等に関する記録をいう。 

⑶ 出勤簿 学校職員服務規程（平成12年板橋区教育委員会訓令第４号）第７

条に規定する出勤簿をいう。 



  第２条の次に次の１条を加える。 

（整理の区分） 

第２条の２ 幼稚園教育職員の出勤等の記録の整理は、出勤記録により行う。 

２ 県費負担教職員及び会計年度任用職員の出勤等の記録の整理は、出勤簿によ

り行う。 

第３条の見出し中「出勤簿整理者」を「出勤記録及び出勤簿整理者」に改め、

同条中「出勤簿の整理は、副校長（幼稚園の副園長を含む。以下同じ。）」を

「出勤記録の整理は、副園長が行い、出勤簿の整理は、副校長」に改め、同条た

だし書中「副校長」を「副園長又は副校長」に、「おける出勤簿の整理」を「お

いて」に改め、「。以下同じ」を削る。 

第４条中「職員」を「県費負担教職員及び会計年度任用職員」に、「別表中第

１号」を「別表第１号表示の欄」に改める。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（出勤記録の確認及び修正） 

第４条の２ 幼稚園教育職員は、自己の出勤記録を確認し、出勤記録が勤務の状

況に関する事実と異なる場合は、速やかにシステムにより修正しなければなら

ない。ただし、これにより難い場合は、副園長又は指定職員は、当該幼稚園教

育職員の出勤記録の確認及び修正を行うことができる。 

２ 副園長又は指定職員は、幼稚園教育職員の勤務に関する事実と出勤記録とを

確認し、必要があると認める場合は、速やかに当該幼稚園教育職員に記録を修

正させなければならない。 

第５条第１項中「前条」を「第４条」に改め、同条第２項中「第１項の」を

「前項の規定による」に、「別表中第２号から第５号」を「別表第２号から第５

号までの表示の欄」に改める。 

第６条を次のように改める。 

（整理者への報告） 

第６条 職員は、別に定めるものを除くほか、出勤記録又は出勤簿の整理のため

に必要な事項を、書面等をもって速やかに副園長、副校長又は指定職員（以下

「整理者」という。）に報告しなければならない。 

第７条中「出勤簿」を「出勤記録又は出勤簿」に改める。 



別表中「第５条関係」を「第４条、第５条関係」に、「８ 週休日の振替（幼

稚園教育職員のみ）」を「８ 削除」に、「週振」を「削除」に、「妊娠症状対

応休暇（幼稚園教育職員は妊娠初期休暇）」を「妊娠症状対応休暇」に、「28 

リフレッシュ休暇（幼稚園教育職員のみ）」を「28 削除」に、「リフ」を「削

除」に、「子どもの看護休暇（幼稚園教育職員は子の看護のための休暇）」を

「子どもの看護休暇」に改める。 

（学校職員服務規程の一部改正） 

第２条 学校職員服務規程(平成12年板橋区教育委員会訓令第４号)の一部を次のよ

うに改正 

する。 

第７条の見出し中「出勤簿」を「出勤簿の記録」に、同条第１項中「職員」を

「県費負担教職員及び会計年度任用職員」に改め、「別記様式第４号又は」を削

り、「学校職員出勤簿整理規程」を「学校職員出勤記録及び出勤簿整理規程」に、

同項中「訓令第４号」を「訓令第５号」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 幼稚園教育職員は、出勤したとき及び退勤しようとするときは、ＩＣカード

により、自ら出勤等の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。 

第８条第１項中「請求等は、」の次に「庶務事務システム（職員の勤務の状況

等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下「シ

ステム」という。）に所要事項を入力することにより行わなければならない。た

だし、これにより難い場合は、」を加える。 

第１５条中「職員」を「幼稚園教育職員」に改め、「直ちに」の次に「システ

ムに所要事項を入力しなければならない。ただし、これにより難い場合は、」を

加え、同条に次の１項を加える。 

２ 県費負担教職員は、前項に規定する原因により勤務できないときは、その旨

速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければなら

ない。 

第１６条を次のように改める。 

（私事欠勤等の届） 

第16条 幼稚園教育職員は、前条第１項の規定に該当する場合を除き、勤務でき

ないときは、あらかじめシステムに所要事項を入力しなければならない。ただ



し、これにより難い場合は、休暇・職免等処理簿により届け出なければならな

い。 

２ 幼稚園教育職員は、やむを得ない事由により、前項本文の規定によるシステ

ムの入力をあらかじめすることができないときは、その旨速やかに連絡し、出

勤後直ちにシステムに所要事項を入力しなければならない。 

３ 県費負担教職員は、前条第２項の規定に該当する場合を除き、勤務できない

ときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただ

し、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その

旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければな

らない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場

合において、上司から別に指示があったときには、その指示に従い届け出なけ

ればならない。 

  別記第４号様式を次のように改める。 

 別記第４号様式 削除 

付 則 

この訓令は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 令和３年10月１日より、現行の庶務事務システムが入替されると同時に、現在本

庁舎のみで導入されているICカードによる出退勤管理システムが出先施設でも導入

されることとなった。そのため、区立幼稚園に勤務する幼稚園教育職員について、

紙で管理している出勤簿がシステムによる管理となるため、必要な規程整備を行う。

（県費負担教職員については、引き続き紙出勤簿を使用する。） 
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学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○学校職員出勤記録及び出勤簿整理規程 ○学校職員出勤簿整理規程 

平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会訓令第５号 平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会訓令第５号 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、東京都板橋区立小学校、中学校、特別支援学校及び幼

稚園に勤務する職員の出勤記録及び出勤簿               

                                  

の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、東京都板橋区立小学校、中学校、特別支援学校及び幼

稚園に勤務する職員の      出勤簿（学校職員服務規程（平成12年

板橋区教育委員会訓令第４号）第７条に規定する出勤簿をいう。以下同じ。）

の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

第２条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。 

 (１) 職員 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成12年板橋区条例第30号）第２条に規定する職員（以下「幼稚園教育職

員」という。）、市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）

第１条に規定する教職員（以下「県費負担教職員」という。）並びに都

立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例（昭和49年東京都条例第

30号）第２条第１項に規定する時間講師及び同条第２項に規定する日勤

講師（以下「会計年度任用職員」という。）。 

(１) 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成12年

板橋区条例第30号）第２条に規定する職員（以下「幼稚園教育職員」と

いう。） 

(２) 市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条に規定

する教職員（以下「県費負担教職員」という。） 

(３) 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例（昭和49年東京都

条例第30号）第２条第１項に規定する時間講師及び同条第２項に規定す

る日勤講師 

(２) 出勤記録 庶務事務システム（職員の勤務の状況等の管理に関する

事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下「システム」

という。）を使用して行う職員の出勤等に関する記録をいう。 

（新設） 

(３) 出勤簿 学校職員服務規程（平成12年板橋区教育委員会訓令第４号）

第７条に規定する出勤簿をいう。 

（新設） 

（整理の区分） （新設） 

第２条の２ 幼稚園教育職員の出勤等の記録の整理は、出勤記録により行う。  
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改正後 改正前 

２ 県費負担教職員及び会計年度任用職員の出勤等の記録の整理は、出勤

簿により行う。 

 

（出勤記録及び出勤簿整理者） （出勤簿整理者） 

第３条 出勤記録の整理は、副園長が行い、出勤簿の整理は、副校長が行う。

ただし、副園長又は副校長が欠けた場合等においては、校長（園長を含む。）

があらかじめ指定する職員（以下「指定職員」という。）をして行わせる

ことができる。 

第３条 出勤簿の整理は、副校長（幼稚園の副園長を含む。以下同じ。）が

行う。ただし、副校長が欠けた場合等における出勤簿の整理は、校長（園

長を含む。以下同じ。）があらかじめ指定する職員（以下「指定職員」と

いう。）をして行わせることができる。 

（出勤の表示） （出勤の表示） 

第４条 県費負担教職員及び会計年度任用職員は、出勤簿に出勤の表示をす

るときは、別表第１号表示の欄に定める表示を用いなければならない。 

第４条 職員は、出勤簿に出勤の表示をするときは、別表中第１号に定める

表示を用いなければならない。 

 （出勤記録の確認及び修正） （新設） 

第４条の２ 幼稚園教育職員は、自己の出勤記録を確認し、出勤記録が勤務

の状況に関する事実と異なる場合は、速やかにシステムにより修正しなけ

ればならない。ただし、これにより難い場合は、副園長又は指定職員は、

当該幼稚園教育職員の出勤記録の確認及び修正を行うことができる。 

 

２ 副園長又は指定職員は、幼稚園教育職員の勤務に関する事実と出勤記録

とを確認し、必要があると認める場合は、速やかに当該幼稚園教育職員に

記録を修正させなければならない。 

 

（出勤簿の点検及び表示） （出勤簿の点検及び表示） 

第５条 副校長又は指定職員は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、第４条

の出勤の表示のないものについては、別表に定める区分に従い、相当の表

示をしなければならない。 

第５条 副校長又は指定職員は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、前条の

出勤の表示のないものについては、別表に定める区分に従い、相当の表示

をしなければならない。 

２ 副校長又は指定職員は、前項の規定による表示をするときは、別表第２

号から第５号までの表示の欄に定める表示については赤又は類似の色を、

その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、

副校長又は指定職員が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いるこ

とができる。 

２ 副校長又は指定職員は、第１項の表示をするときは、別表中第２号から

第５号に定める表示については赤又は類似の色を、その他の表示について

は黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、副校長又は指定職員

が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。 

（整理者への報告） （整理者への報告） 
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改正後 改正前 

第６条 職員は、別に定めるものを除くほか、出勤記録又は出勤簿の整理の

ために必要な事項を、書面等をもって速やかに副園長、副校長又は指定職

員（以下「整理者」という。）に報告しなければならない。 

第６条 出勤簿の整理のために必要な事項は、別に定めるものを除くほか、

書面等をもって速やかに整理者に報告しなければならない。 

（必要書類の提出） （必要書類の提出） 

第７条 整理者は、職員に対し、出勤記録又は出勤簿の整理上必要な書類を

提出させることができる。 

第７条 整理者は、職員に対し、出勤簿の整理上必要な書類を提出させるこ

とができる。 

付 則  

この訓令は、令和３年10月１日から施行する。  

  

別表（第４条、第５条関係） 別表（第５条関係） 

 事由 表示   事由 表示  

 １ 出勤 「○」 

※本人の自筆による 

  １ 出勤 「○」 

※本人の自筆による 

 

 ２ 週休日又は休日の出勤 
 

 

  ２ 週休日又は休日の出勤 
 

 

 

 ３ 出張 
 

 

  ３ 出張 
 

 

 

 ４ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

39条又は教育公務員特例法（昭和24年法律

第１号）第22条から第24条に基づく研修 

 
 

  ４ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

39条又は教育公務員特例法（昭和24年法律

第１号）第22条から第24条に基づく研修 

 
 

 

 ５ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17第１項の規定による他の地方公共団

体への派遣又は外国の地方公共団体の機関

等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和63年東京都条例第12号）第２条第１

項の規定による外国の地方公共団体の機関

等への派遣若しくは外国の地方公共団体の

 
 

  ５ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17第１項の規定による他の地方公共団

体への派遣又は外国の地方公共団体の機関

等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和63年東京都条例第12号）第２条第１

項の規定による外国の地方公共団体の機関

等への派遣若しくは外国の地方公共団体の
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改正後 改正前 

機関等に派遣される職員の処遇等に関する

条例（平成元年板橋区条例第８号）第２条

第１項の規定による外国の地方公共団体の

機関等への派遣 

機関等に派遣される職員の処遇等に関する

条例（平成元年板橋区条例第８号）第２条

第１項の規定による外国の地方公共団体の

機関等への派遣 

 ６ 週休日 
 

 

  ６ 週休日 
 

 

 

 ７ 週休日の変更（県費負担教職員のみ） 
 

 

  ７ 週休日の変更（県費負担教職員のみ） 
 

 

 

 ８ 削除 削除 

 

  ８ 週休日の振替（幼稚園教育職員のみ） 
 

 

 

 ９ 超勤代休（県費負担事務・学校栄養職員

のみ） 
 

 

  ９ 超勤代休（県費負担事務・学校栄養職員

のみ） 
 

 

 

 10 休日 
 

 

  10 休日 
 

 

 

 11 休日の代休日 
 

 

  11 休日の代休日 
 

 

 

 12 年次有給休暇    12 年次有給休暇   

 ア １日単位 

 

  ア １日単位 

 

 

 イ 半日単位（県費負担事務・学校栄養職

員のみ） 

 

  イ 半日単位（県費負担事務・学校栄養職

員のみ） 

 

 

 ウ 時間単位（出勤時限後に与えたときは、

押印又は他の表示の上に表示すること） 

 

←時間数を

記入する 

  ウ 時間単位（出勤時限後に与えたときは、

押印又は他の表示の上に表示すること） 

 

←時間数を

記入する 
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 13 病気休暇 
 

 

  13 病気休暇 
 

 

 

 14 公民権行使等休暇 
 

 

  14 公民権行使等休暇 
 

 

 

 15 妊娠出産休暇 
 

 

  15 妊娠出産休暇 
 

 

 

 16 早期流産休暇（県費負担教職員のみ） 
 

 

  16 早期流産休暇（県費負担教職員のみ） 
 

 

 

 17 妊娠症状対応休暇 
 

 

  17 妊娠症状対応休暇（幼稚園教育職員は妊

娠初期休暇） 
 

 

 

 18 母子保健健診休暇 
 

 

  18 母子保健健診休暇 
 

 

 

 19 妊婦通勤時間 
 

 

  19 妊婦通勤時間 
 

 

 

 20 育児時間 
 

 

  20 育児時間 
 

 

 

 21 出産支援休暇 
 

 

  21 出産支援休暇 
 

 

 

 22 育児参加休暇（県費負担教職員のみ） 
 

 

  22 育児参加休暇（県費負担教職員のみ） 
 

 

 

 23 生理休暇 
 

 

  23 生理休暇 
 

 

 

 24 慶弔休暇 
 

 

  24 慶弔休暇 
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 25 災害休暇 
 

 

  25 災害休暇 
 

 

 

 26 夏季休暇 
 

 

  26 夏季休暇 
 

 

 

 27 長期勤続休暇（県費負担教職員のみ） 
 

 

  27 長期勤続休暇（県費負担教職員のみ） 
 

 

 

 28 削除 削除 

 

  28 リフレッシュ休暇（幼稚園教育職員のみ） 
 

 

 

 29 子どもの看護休暇 
 

 

  29 子どもの看護休暇（幼稚園教育職員は子

の看護のための休暇） 
 

 

 

 30 短期の介護休暇 
 

 

  30 短期の介護休暇 
 

 

 

 31 ボランティア休暇 
 

 

  31 ボランティア休暇 
 

 

 

 32 介護休暇 
 

 

  32 介護休暇 
 

 

 

 33 介護時間 
 

 

  33 介護時間 
 

 

 

 34 職務に専念する義務の免除（35に該当す

る場合を除く） 
 

 

  34 職務に専念する義務の免除（35に該当す

る場合を除く） 
 

 

 

 35 勤務の軽減措置による職務に専念する義

務の免除 
 

 

  35 勤務の軽減措置による職務に専念する義

務の免除 
 

 

 

 36 育児休業 
 

 

  36 育児休業 
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 37 部分休業 
 

 

  37 部分休業 
 

 

 

 38 大学院修学休業 
 

 

  38 大学院修学休業 
 

 

 

 39 配偶者同行休業 
 

 

  39 配偶者同行休業 
 

 

 

 40 休職 
 

 

  40 休職 
 

 

 

 41 停職 
 

 

  41 停職 
 

 

 

 42 地方公務員法第55条の２第１項ただし書

の規定による職員団体等の業務従事 
 

 

  42 地方公務員法第55条の２第１項ただし書

の規定による職員団体等の業務従事 
 

 

 

 43 教育公務員特例法第14条の規定（公立の

学校の事務職員の休職の特例に関する法律

（昭和32年法律第117号）により準用する場

合を含む）による休職又は職員の結核休養

に関する条例（昭和29年東京都条例第11号）

の規定による休養若しくは職員の結核休養

に関する条例（昭和35年板橋区条例第19号）

の規定による休養 

 
 

  43 教育公務員特例法第14条の規定（公立の

学校の事務職員の休職の特例に関する法律

（昭和32年法律第117号）により準用する場

合を含む）による休職又は職員の結核休養

に関する条例（昭和29年東京都条例第11号）

の規定による休養若しくは職員の結核休養

に関する条例（昭和35年板橋区条例第19号）

の規定による休養 

 
 

 

 44 公務上の傷病 
 

 

  44 公務上の傷病 
 

 

 

 45 通勤途上の傷病 
 

 

  45 通勤途上の傷病 
 

 

 

 46 事故欠勤 
 

  46 事故欠勤 
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 47 私事欠勤（48、49又は50に該当する場合

を除く） 
 

 

  47 私事欠勤（48、49又は50に該当する場合

を除く） 
 

 

 

 48 遅参 
 

 

  48 遅参 
 

 

 

 49 早退（押印又は他の表示の上に表示する

こと） 
 

 

  49 早退（押印又は他の表示の上に表示する

こと） 
 

 

 

 50 無届欠勤 
 

 

  50 無届欠勤 
 

 

 

 51 傷病欠勤 
 

 

  51 傷病欠勤 
 

 

 

 52 介護欠勤 
 

 

  52 介護欠勤 
 

 

 

 53 勤務を割り振られない日 
 

 

  53 勤務を割り振られない日 
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学校職員服務規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○学校職員服務規程 ○学校職員服務規程 

平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会訓令第４号 平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会訓令第４号 

  

第１条～第６条  第１条～第６条  

（省略） （省略） 

（出勤等の記録） （出勤簿） 

第７条 県費負担教職員及び会計年度任用職員は、定刻までに出勤したとき

は、出勤簿（別記様式第５号）に、自ら学校職員出勤記録及び出勤簿整理

規程（平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会訓令第５号）で定める出

勤の表示しなければならない。 

第７条 職員は、定刻までに出勤したときは、出勤簿（別記様式第４号又は

別記様式第５号）に、自ら学校職員出勤簿整理規程（平成12年３月27日東

京都板橋区教育委員会訓令第４号）で定める出勤の表示しなければならな

い。 

 ２ 幼稚園教育職員は、出勤したとき及び退勤しようとするときは、ＩＣ

カードにより、自ら出勤等の記録に必要な所定の操作を行わなければなら

ない。 

（新設） 

（年次有給休暇等の請求等） （年次有給休暇等の請求等） 

第８条 幼稚園教育職員についての次に掲げる請求等は、庶務事務システム

（職員の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理する

システムをいう。以下「システム」という。）に所要事項を入力すること

により行わなければならない。ただし、これにより難い場合は、休暇・職

免等処理簿（別記様式第６号）により行わなければならない。 

第８条 幼稚園教育職員についての次に掲げる請求等は、休暇・職免等処理

簿（別記様式第６号）により行わなければならない。 

(１) 勤務時間条例第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定

する病気休暇及び同条例第17条に規定する特別休暇の請求 

(１) 勤務時間条例第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定

する病気休暇及び同条例第17条に規定する特別休暇の請求 

(２) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和35年板橋区条

例第17号）第２条の規定に基づく職務に専念する義務の免除の申請（学

校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程（平成12年板

橋区教育委員会訓令第３号）第４条ただし書に規定する様式により申請

する場合を除く。） 

(２) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和35年板橋区条

例第17号）第２条の規定に基づく職務に専念する義務の免除の申請（学

校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程（平成12年板

橋区教育委員会訓令第３号）第４条ただし書に規定する様式により申請

する場合を除く。） 
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２ 県費負担教職員についての学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例（平成７年東京都条例第45号）第15条に規定する年次有給休暇、同条

例第16条に規定する病気休暇、同条例第17条に規定する特別休暇及び前項

第２号に掲げる申請は、次の各号に掲げる職員の種類に応じて当該各号に

定める様式により行わなければならない。 

２ 県費負担教職員についての学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例（平成７年東京都条例第45号）第15条に規定する年次有給休暇、同条

例第16条に規定する病気休暇、同条例第17条に規定する特別休暇及び前項

第２号に掲げる申請は、次の各号に掲げる職員の種類に応じて当該各号に

定める様式により行わなければならない。 

(１) 同条例に規定する教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員 別記様式

第７号 

(１) 同条例に規定する教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員 別記様式

第７号 

(２) 前号以外の県費負担教職員 別記様式第８号 (２) 前号以外の県費負担教職員 別記様式第８号 

３ 会計年度任用職員についての都立学校等に勤務する講師の報酬等に関す

る条例（昭和49年東京都条例第30号）第10条に規定する年次有給休暇、特

別休暇の申請は、別記様式第７号により行わなければならない。 

３ 会計年度任用職員についての都立学校等に勤務する講師の報酬等に関す

る条例（昭和49年東京都条例第30号）第10条に規定する年次有給休暇、特

別休暇の申請は、別記様式第７号により行わなければならない。 

第９条～第14条  

（省略） 

第９条～第14条  

（省略） 

（事故欠勤の届） （事故欠勤の届） 

第15条 幼稚園教育職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務

できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちにシステムに所要事

項を入力しなければならない。ただし、これにより難い場合は、休暇・職

免等処理簿により届け出なければならない。 

第15条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないと

きは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届

け出なければならない。 

２ 県費負担教職員は、前項に規定する原因により勤務できないときは、そ

の旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なけ

ればならない。 

（新設） 

（私事欠勤等の届） （私事欠勤等の届） 

第16条 幼稚園教育職員は、前条第１項の規定に該当する場合を除き、勤務

できないときは、あらかじめシステムに所要事項を入力しなければならな

い。ただし、これにより難い場合は、休暇・職免等処理簿により届け出な

ければならない。 

第16条 職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、

あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、

やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その

旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なけれ

ばならない。 

２ 幼稚園教育職員は、やむを得ない事由により、前項本文の規定によるシ（新設） 
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ステムの入力をあらかじめすることができないときは、その旨速やかに連

絡し、出勤後直ちにシステムに所要事項を入力しなければならない。 

３ 県費負担教職員は、前条第２項の規定に該当する場合を除き、勤務でき

ないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならな

い。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない

ときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により

届け出なければならない。 

（新設） 

４ 前３項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとす

る場合において、上司から別に指示があったときには、その指示に従い届

け出なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする

場合において、上司から別に指示があったときには、その指示に従い届け

出なければならない。 

第17条～第28条 

（省略） 

第17条～第28条 

（省略） 

  

付 則  

この訓令は、令和３年10月１日から施行する。  
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別記 別記 

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 
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改正後 改正前 

様式第２号（第５条関係） 様式第２号（第５条関係） 
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改正後 改正前 

様式第３号（第５条関係） 様式第３号（第５条関係） 
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改正後 改正前 

第４号様式 削除 第４号様式（第７条関係） 
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改正後 改正前 

様式第５号（第７条関係） 様式第５号（第７条関係） 
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改正後 改正前 

様式第６号（第８条、第15条、第16条関係） 様式第６号（第８条、第15条、第16条関係） 
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様式第７号（第８条、第15条、第16条関係）（表） 様式第７号（第８条、第15条、第16条関係）（表） 
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改正後 改正前 

様式第８号（第８条、第15条、第16条関係）（表） 様式第８号（第８条、第15条、第16条関係）（表） 
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様式第９号（第18条関係） 様式第９号（第18条関係） 

 

 

 


